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人
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す
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弁
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。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
人
事
に
係
る
各
種
報
道
の
真
偽
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

さ
つ

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
に
、
佐
々
江
賢
一
郎
外
務
事
務
次
官
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
に
、
別
所
浩

郎
外
務
審
議
官
を
大
韓
民
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
す
る
こ
と
及
び
河
相
周
夫
内
閣
官
房
副
長
官
補
を
外
務

事
務
次
官
に
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
た
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
が
報
道
さ
れ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
流
用
事
件
」
は
、
松
尾
克
俊
元
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
要
人
外
国
訪
問
支
援
室
長
（
以
下
「
松
尾
元
室
長

」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
八
年
十
二
月
下
旬
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
上
旬
ま
で
の
間
の
合
計
十
四
回
の
内
閣
総
理
大
臣
の
外

国
訪
問
に
際
し
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
随
員
に
係
る
実
際
の
ホ
テ
ル
利
用
料
金
と
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
く
宿
泊
料
と
の
差
額
を
内
閣
官
房
が
支
給
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
該
差

額
を
水
増
し
請
求
し
て
、
内
閣
官
房
か
ら
総
額
五
億
六
百
六
十
五
万
七
千
五
百
二
十
円
を
詐
取
し
た
事
案
で
あ
る
。
な
お
、

一



外
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
一
月
二
十
五
日
付
け
で
、
松
尾
元
室
長
を
懲
戒
免
職
に
す
る
と
と
も
に
関
係
職
員
に
対

す
る
処
分
を
行
っ
た
。
当
該
事
件
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
に
よ
る
調
査
に
お
い
て
、
松
尾
元
室
長
を
長
期
に
わ
た
り
外
務
省

大
臣
官
房
総
務
課
要
人
外
国
訪
問
支
援
室
長
の
職
務
に
従
事
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
経
理
に
対
す
る
管
理
体
制
が
不
備
で
あ
っ

た
こ
と
等
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
外
務
省
改
革
に
関
す
る
「
変
え
る
会
」－

最
終
報
告
書－

」
（
以

下
「
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
事
務
次
官
が
外
務
省
事
務
方
の
最
高
責
任
者
と
し
て
求
心
力
と
指
導
力
を

も
っ
て
省
内
を
統
括
し
て
い
く
た
め
」
と
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
大
使
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
し
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

外
務
事
務
次
官
を
経
験
し
た
者
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
に
任
命
さ
れ
た
例
は
、
最
終
報
告
書
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
る
以
前
は
、
十
件
存
在
し
、
そ
れ
以
降
は
、
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
も
の
を
除
き
、
存
在
し
な
い
。

二



九
に
つ
い
て

大
使
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
外
務
事
務
次
官
の
経
験
者
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
材
適
所
の
観
点
に

立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


